
健 感 発 0 5 1 2 第 ３ 号  

平 成 2 7 年 ５ 月 12 日 

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

                    厚生労働省健康局結核感染症課長    

（公  印  省  略）    

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第１項 

及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部改正） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（平成27年厚生労働省令第101号）が本日公布されたところである。 

これを踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第

１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」（平成 18 年３月８日健感発第

0308001 号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）の別紙「医師及び指定届出機関の管理

者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、本年５

月 21 日から適用することとした。今回の改正の概要は下記のとおりである。 

貴職におかれては、内容を御了知の上、関係機関等への周知を図るとともに、その実

施に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第一 改正の概要 

１ 「第６ 五類感染症」の「１１ 侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「２１ 麻しん」

の「（３）届出基準」について、医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住

所等を直ちに届け出るよう届出方法の変更を行うとともに、別記様式５－１１「侵

襲性髄膜炎菌感染症発生届」及び別記様式５－２１「麻しん発生届」において同

様の改正を行うこと。 

２ その他所要の改正を行うこと。 

 

第二 適用日 

この通知は、平成 27 年５月 21 日から適用する。 
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」 新旧対照表 
新 旧 

 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～５ （略） 

 

第６ 五類感染症 

 

１～７ （略） 

 

８ 後天性免疫不全症候群 

（１）～（３） （略） 

（４）届出に必要な要件（サーベイランスのためのＨＩＶ感染症／ＡＩＤＳ診断基

準（厚生労働省エイズ動向委員会、２００７）抜粋） 

 ア （略） 

 イ ＡＩＤＳの診断 

  アの基準を満たし、下記の指標疾患（Indicator Disease）の１つ以上が明ら

かに認められる場合にＡＩＤＳと診断する。ただし、（ア）の基準を満たし、下

記の指標疾患以外の何れかの症状を認める場合には、その他とする。 

 

指標疾患（Indicator Disease） 

Ａ．～Ｄ． （略） 

Ｅ．腫瘍 

１６．カポジ肉腫 

１７．原発性脳リンパ腫 

１８．非ホジキンリンパ腫 

１９．浸潤性子宮頚癌(※) 

Ｆ． （略） 

(※)Ｃ11 活動性結核のうち肺結核及びＥ19浸潤性子宮頚癌については、ＨＩ

Ｖによる免疫不全を示唆する所見がみられる者に限る。 

 

 

９～１０ （略） 

 

別紙 

医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 

 

第１～５ （略） 

 

第６ 五類感染症 

 

１～７ （略） 

 

８ 後天性免疫不全症候群 

（１）～（３） （略） 

（４）届出に必要な要件（サーベイランスのためのＨＩＶ感染症／ＡＩＤＳ診断基

準（厚生労働省エイズ動向委員会、２００７）抜粋） 

 ア （略） 

 イ ＡＩＤＳの診断 

  アの基準を満たし、下記の指標疾患（Indicator Disease）の１つ以上が明ら

かに認められる場合にＡＩＤＳと診断する。ただし、（ア）の基準を満たし、下

記の指標疾患以外の何れかの症状を認める場合には、その他とする。 

 

指標疾患（Indicator Disease） 

Ａ．～Ｄ． （略） 

Ｅ．腫瘍 

１６．カポジ肉腫 

１７．原発性脳リンパ腫 

１８．非ホジキンリンパ腫（ＬＳＧ分類により、①大細胞型（免疫芽球型）、

②Burkitt 型） 

１９．浸潤性子宮頚癌(※) 

Ｆ． （略） 

(※)Ｃ11 活動性結核のうち肺結核及びＥ19浸潤性子宮頚癌については、ＨＩ

Ｖによる免疫不全を示唆する所見がみられる者に限る。 

 

９～１０ （略） 
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１１ 侵襲性髄膜炎菌感染症 

（１）～（２） （略） 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から

侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法によ

り、侵襲性髄膜炎菌感染症と診断した場合には、法第１２条第１項の規定に

よる届出を直ちに行わなければならない。特に、患者が学生寮などで共同生

活を行っている場合には、早期の対応が望まれる。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か

ら、侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法

により、侵襲性髄膜炎菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第１

２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 髄液、血液 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液 

 

１２～２０ （略） 

 

２１ 麻しん 

（１）～（２） （略） 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から

麻しんが疑われ、かつ、（４）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合

には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

イ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か

 

１１ 侵襲性髄膜炎菌感染症 

（１）～（２） （略） 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から

侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法によ

り、侵襲性髄膜炎菌感染症と診断した場合には、法第１２条第１項の規定に

よる届出を７日以内に行わなければならない。特に、患者が学生寮などで共

同生活を行っている場合には、早期の対応が望まれる。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か

ら、侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法

により、侵襲性髄膜炎菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第１

２条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、そ

れぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 髄液、血液 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 髄液、血液 

 

１２～２０ （略） 

 

２１ 麻しん 

（１）～（２） （略） 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から

麻しんが疑われ、かつ、（４）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合

には、法第１２条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければならな

い。 

イ 感染症死亡者の死体 
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ら麻しんが疑われ、かつ、（４）の届出に必要な要件を満たすと診断した場

合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い。 

 

（４） （略） 

 

第７ （略） 

 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見か

ら麻しんが疑われ、かつ、（４）の届出に必要な要件を満たすと診断した場

合には、法第１２条第１項の規定による届出を７日以内に行わなければなら

ない。 

（４） （略） 

 

第７ （略） 
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新 旧 

別記様式１～４ （略） 

 

別記様式５－１～５－７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式１～４ （略） 

 

別記様式５－１～５－７ （略） 
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別記様式５－８ 後天性免疫不全症候群発生届（ＨＩＶ感染者を含む） 

 

別記様式５－８ 後天性免疫不全症候群発生届（ＨＩＶ感染者を含む） 
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別記様式５－９～５－１０ （略） 

 

別記様式５－９～５－１０ （略） 



7 
 

別記様式５－１１ 侵襲性髄膜炎菌感染症 

 

別記様式５－１２～５－２０ （略） 

別記様式５－１１ 侵襲性髄膜炎菌感染症 

 

別記様式５－１２～５－２０ （略） 



8 
 

別記様式５－２１ 麻しん 

 

別記様式６－１～別記様式６－７ （略） 

別記様式５－２１ 麻しん 

 

別記様式７－１～別記様式７－７ （略） 


